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菖
し ょ う が せ
蒲ケ瀬農園（西畦野）

　４区画（１区画約 40 ～ 43 平方㍍）の利用者を
募集。期間は４月から 29 年３月まで（更新可）。
対象は市内在住者。費用は年１万～１万 900 円。
申し込みは電話かファクスで住所、氏名、電話番号
を書き、２月 15 日㈪までに産業振興課へ。定員超
過の場合は抽選。２月 20 日㈯、23 日㈫に現地説明
会を実施する予定です。

グリーンファーム川西・西畦野
　５区画（１区画約 40 平方㍍）の利用者を募集。期
間は４月から 29 年３月まで。対象は市内在住で、徒
歩か自転車、バイクで来園可能な人（駐車場なし）。
費用は年9,000円。申し込みは電話かファクスで住所、
氏名、電話番号を書き、２月 15 日㈪までに産業振興
課へ。定員超過の場合は抽選。２月 21 日㈰、24 日㈬
に現地説明会を実施する予定です。

税の申告は期限内に
２月８日～３月 15日、確定申告の会場を開設
期間中、確定申告の相談は伊丹の申告会場で
市・県民税の申告が必要な場合も

野
菜
作
り
始
め
ま
せ
ん
か

歯歯の話

意外と知らない

の話

意外と知らない

♥★

子育て力UP法

川西市歯科医師会ホームページ
http://kda8020.com/

川西市医師会ホームページ
http://www.kawamed.or.jp/indexpc.html

噛む かむ カミング 健康づくり

川西市長

あんばい
の

ええ話

応
募
者
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
参

加
者
は
７
０
０
人
。
歩
数
の
増

加
や
ス
ポ
ー
ツ
教
室
へ
の
参
加

な
ど
で
、
商
品
券
や
特
産
物
な

ど
に
交
換
で
き
る
ポ
イ
ン
ト
を

貯
め
ま
す
。
自
分
の
ペ
ー
ス
で

取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
運
動

す
る
習
慣
を
身
に
付
け
て
も
ら

お
う
と
い
う
、
国
の
補
助
を
受

け
て
Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）

を
活
用
し
た
草
分
け
的
な
取
り

組
み
で
す
。

　

商
品
券
な
ど
の
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
が
健
康
へ
の
関
心
を
高

め
る
き
っ
か
け
に
な
り
、普
段
、

体
を
動
か
す
習
慣
が
な
か
っ
た

人
の
参
加
が
増
え
て
、
以
前
の

７
倍
に
も
な
っ
た
教
室
が
あ
っ

た
と
聞
き
ま
し
た
。
今
回
の
取

り
組
み
か
ら
、
自
ら
動
く
こ
と

が
定
着
し
て
い
く
こ
と
で
、
健

康
で
幸
せ
な
生
活
を
送
る
「
健

幸
」
な
人
が
増
え
て
い
く
こ
と

を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
健
康
、
長
寿
は
全
て
の
人
に

と
っ
て
大
事
な
こ
と
。
一
朝
一

夕
に
は
成
果
は
表
れ
ま
せ
ん

が
、
何
年
も
か
け
て
、
ま
ち
全

体
が
「
健
幸
」
に
な
っ
て
い
け

ば
と
思
い
ま
す
。

　
立
春
も
近
づ
き
、
春
の
訪
れ

を
待
ち
わ
び
る
こ
ろ
と
な
り
ま

し
た
。
寒
い
日
に
は
、
暖
か
い

家
の
中
に
こ
も
り
が
ち
に
な

り
、
運
動
不
足
に
な
る
の
も
こ

の
季
節
で
す
。

　
市
で
は
、
そ
ん
な
市
民
の
皆

さ
ん
の
運
動
不
足
を
解
消
し
、

体
を
動
か
す
こ
と
で
健
康
に

な
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
取
り

組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
が
「
か
わ
に
し
健

幸
マ
イ
レ
ー
ジ
」
で
す
。
昨
年

10
月
に
始
ま
り
、
た
く
さ
ん
の

スポーツ教室などの参加者急増
自ら動く習慣から健幸なまちへ

貸し農園の利用者を募集
手作り野菜で健康生活

川
西
で自

然
の
中
で
野
菜
作
り

心
も
体
も
健
康
に

市
で
は
民
間
事
業
者
に
よ
る

地
域
活
性
化
の
た
め
の
事
業
を

支
援
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
一
つ
が
４
月
か
ら
始
ま

る
、
無
農
薬
で
有
機
肥
料
を

使
っ
た
野
菜
作
り
が
で
き
る
貸

農
園
「
旬
菜
農
園
フ
ァ
ー
ム
や

ま
し
た
」（
笹
部
）。
能
勢
電
鉄

㈱
と
㈱
マ
イ
フ
ァ
ー
ム
が
連
携

し
て
実
施
す
る
事
業
で
す
。

　

専
任
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
サ

ポ
ー
ト
し
ま
す
の
で
、
初
心
者

で
も
安
心
し
て
楽
し
く
作
業
で

き
ま
す
。

市民農園の利用者を募集 産業振興課　 Tel（740）1164　Fax（740）1332

　
ま
た
、
農
具
レ
ン
タ
ル
や
有

機
肥
料
の
備
え
付
け
（
無
料
）

の
ほ
か
、
ト
イ
レ
、
駐
車
場
、

駐
輪
場
も
あ
り
ま
す
。

　
１
区
画
15
平
方
㍍
で
全
72
区

画
。費
用
は
月
５
４
０
０
円（
運

営
費
が
別
途
必
要
）。

　
貸
農
園
の
募
集
は
１
月
25
日

か
ら
開
始
、
現
地
見
学
会
も
随

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
㈱
マ
イ
フ
ァ
ー
ム
Tel
０
１

２
０（
９
７
５
）２
５
７
（
日
曜

日
、
祝
日
を
除
く
午
前
９
時
―

午
後
６
時
）
か
能
勢
電
鉄
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
＝

http://noseden.hankyu.
co.jp/

）
へ
。

　２月８日㈪～３月 15 日㈫（土・日曜日、祝日を除く。
ただし２月 21 日㈰、28 日㈰は開設）午前９時―午後５
時（混雑状況で早めに締め切る場合あり）、伊丹市立産業・
情報センターに 27年分の申告会場が開設されます。
　期間中、伊丹税務署では申告相談は行いません。作成済
みの申告書などの受け付けと用紙の交付、納税、納税証明
書の発行のみを行います。
　また、市役所７階会議室では、２月２日㈫～４日㈭午前
９時―午後４時、作成済みの申告書などの受け付けと用紙
の交付のみを行います。申告相談は伊丹の申告会場へ。
　なお、確定申告は国税庁ホームページ（URL＝ http://
www.nta.go.jp/）で作成し、e-Tax により提出できるほ
か、印刷して郵送（申告書の控えが必要な場合は、切手を
貼った返信用封筒を同封）もできます。

■所得税及び復興特別所得税
申告が必要な人
　給与所得者は 27年中の給与収入が 2,000 万円を超える
人や、給与や退職所得以外の所得の合計が 20万円を超え
る人、給与を２カ所以上から受けている人、事業所得や不
動産貸付収入のある人、土地・建物・株式などを売った人。
　事業・不動産所得などがある人は 27年中の所得の合計

が、所得控除の額を超える人。
　年金所得がある人は公的年金などの収入が 400 万円を
超える人か公的年金に係る雑所得以外の所得が 20万円を
超える人、所得税の還付を受ける人。
記載漏れに注意
　作成に当たっては、復興特別所得税欄の記載漏れがない
よう注意してください。
還付申告
　給与所得者など申告義務がない人でも、源泉徴収された
人で、寄附金控除や医療費控除などの所得控除を受ける人
や、退職などの理由で年末調整を受けていない人などは、
申告すれば還付されることがあります。
還付申告センター
　２月２日㈫～ 15日㈪午前９時半―午後４時、JR「北新
地」駅前と阪急電鉄「逆瀬川」駅前の会場でも還付申告が
できます。

　所得税及
およ
び復興特別所得税の確定申告をする人は、申告

の必要はありません。昨年に市・県民税の申告をした人や、
国民健康保険税や後期高齢者医療などの申告が必要と思わ
れる人には、２月４日㈭に申告書を発送しますので、期限
までに提出してください。公的年金などの収入が 400 万
円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得が 20万
円以下の人は、所得税及び復興特別所得税の還付を受ける
場合を除き、確定申告書の提出は不要ですが、市・県民税
の申告書の提出が必要になる場合があります。
　なお、国民健康保険・後期高齢者医療に加入している人
で収入がない人は、申告することで保険税（料）の軽減を
受けることができる場合があります。
■申告が必要な人と受付場所
　市・県民税（国民健康保険税・後期高齢者医療を兼ねる）
の申告を２月５日㈮～３月 15日㈫（土・日曜日、祝日を
除く。ただし２月 21日㈰、28日㈰は開設）、次の場所で
受け付けます（確定申告の相談・受け付けは行いません）。
　収入があり、下記に該当する人は市役所２階の市民税課
へ。収入がなかった人は、同１階の国民健康保険課 Tel（740）
1170 へ。
28 年１月１日現在、市内在住で次に該当する人
① 27年中に事業や不動産、配当（未上場など）などの所
得があった人②給与所得者で、勤務先から市に給与支払報
告書が提出されない人③給与所得以外に家賃や年金、配当
（未上場など）などの所得があった人④ 27 年中に中途退
職し、再就職していない人⑤配当所得（未上場など）があ
る人で、所得税の確定申告をしなかった人⑥寄付金や医療
費控除などを受けようとする人⑦年金・恩給などの公的年
金の受給者で、公的年金などの所得以外に、家賃や配当、
給与などの所得があった人や、社会保険料や医療費などの
諸控除を受けようとする人
28 年１月１日現在、市外在住で市内に事務所や事業所、
家屋敷がある人

所得税などの確定申告
伊丹税務署　 Tel（779）6121

市・県民税の申告
市民税課　 Tel（740）1132

　国民健康保険・後期高齢者医療の加入者で配当所得・
株式譲渡所得がある場合、源泉徴収のみで納税を終わ
らせるか、確定申告を行うかを選択できる場合があり
ます。
　源泉徴収のみで納税を終わらせる場合は、国民健康
保険税・後期高齢者医療保険料の算定対象となりませ
ん。確定申告を行うと合計所得金額に加算されるため、
保険税（料）の算定対象となります。詳しくは国民健
康保険は国民健康保険課 Tel（740）1170、後期高齢者医
療は医療助成・年金課 Tel（740）1108 へ。

国民健康保険・後期高齢者医療
配当・株式譲渡所得がある加入者は確認を

確
定
申
告
会
場

伊
丹

Ｊ
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福
知
山
線

332 伊
丹 伊丹中央

阪急伊丹線

伊丹市立産業・
情報センター

※会場へは公共交通機関を利用してください
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